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破産手続開始申立ての公告105
【特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）】

　当法人は、令和▲▲年▲月▲日に解散し清算中ですが、当法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったため、令和■■年■■月■■日○○地方裁判所に破産手続開始の申立てを行いましたので、特定非営利活動促進法第三十一条の十二の規定により公告いたします。
　令和●●年●●月●●日（※①）
　　東京都●●区●●●町●丁目●番●号
　　　　　　　特定非営利活動法人●●●●●
　　　　　　　　　　　　清算人　甲野　太郎

◎清算人の肩書は登記された通りとする

（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
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※赤文字は任意記載事項です。
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